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平成３０年第２回京丹波町議会定例会（第４号） 

 

                            平成３０年 ６月２０日（水） 

                            開議  午前 ９時００分 

１ 議事日程 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 諸般の報告 

  第 ３ 報告第 １号 平成２９年度京丹波町繰越明許費繰越計算書 

  第 ４ 報告第 ２号 平成２９年度京丹波町水道事業会計予算繰越計算書 

  第 ５ 議案第５９号 平成３０年度 町営バス（小型バス）購入契約について 

  第 ６ 議案第５４号 京丹波町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

  第 ７ 議案第５５号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

  第 ８ 議案第５６号 京丹波町営農林業施設事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

             の制定について 
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             例の制定について 

  第１０ 議案第５８号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第１号） 

  第１１ 発言取消申出書について 

  第１２ 閉会中の継続調査について 

  第１３ 議員派遣の件 
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  議事日程のとおり 
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   １番  岩 田 恵 一 君 

   ２番  野 口 正 利 君 
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開議 午前 ９時００分 

○議長（篠塚信太郎君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１５名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成３０年第２回京丹波町議会定例会を再開します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、９番議員・森田幸子君、１０番議

員・山田 均君を指名します。 

 

《日程第２、諸般の報告》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  本会期中において、各常任委員会が開催され、提出議案の審査や所管事業について協議さ

れました。 

  ６月１８日に議会運営委員会が開催され、本定例会最終日の運営等について協議されまし

た。 

  本日の本会議に、京丹波町ケーブルテレビの撮影・収録を許可したので報告します。 

  本会議終了後、この場において、全員協議会を開催します。議員の皆さんには大変ご苦労

さまですが、引き続きよろしくお願いします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

 

《日程第３、報告第１号 平成２９年度京丹波町繰越明許費繰越計算書～日程第４、報告第２

号 平成２９年度京丹波町水道事業会計予算繰越計算書》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３、報告第１号 平成２９年度京丹波町繰越明許費繰越計算

書から日程第４、報告第２号 平成２９年度京丹波町水道事業会計予算繰越計算書までを一

括議題とします。 

  町長の報告を求めます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） 皆さん、おはようございます。 

  今期の定例会も、本日で最終日を迎えさせていただくことになりました。議員各位には、
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連日熱心にご審議を賜っておりますことに厚く御礼を申し上げます。 

  報告第１号に入ります前に、平成３０年６月１８日の早朝に発生しました大阪北部を震源

とする地震の被害状況につきまして、ご報告を申し上げたいというふうに思います。 

  １８日の７時５８分に発生しまして、京丹波町では、蒲生で震度４、橋爪で震度３、本庄

で震度３というような震度を観測をしておるところでございます。 

  ８時に京丹波町災害警戒本部を設置をいたしまして、１号動員をかけております。１号動

員につきましては、その日の１７時３０分に解除をして自宅待機というような形にしており

まして、災害警戒本部自体も１９日、余震は続いておったわけですけども、設置を解いてお

ります。 

  この地震によりまして、大阪では５人の方が犠牲になられて、また多くの方が被害に遭わ

れたということで、お亡くなりになられた方に対し哀悼の意を表しますとともに、被害に遭

われた方に対して心からのお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 

  京丹波町の被害状況でありますけども、住宅被害としまして１棟、屋根瓦の落下というの

がありましたが、それ以外には大きな被害は出ておらない状況でございます。 

  また、町営バスなり教育関係の幼稚園、保育所、小学校、中学校等に、それから水道設備

等ため池なりも含めまして、病院も含めて、点検をしてもらったところですけども、異常は

なかったというようなことで、また、犠牲になられたお子さんが小学校の塀が倒れたことに

よって犠牲になられたということで、教育委員会を中心に学校設備の点検も行っていただい

たところでございます。 

  それでは、報告第１号 平成２９年度京丹波町繰越明許費繰越計算書について説明をさせ

ていただきます。 

  地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌

年度に繰り越したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の議会に報告

しなければならないとされているところであります。 

  今回報告いたしますのは、繰越明許費として第１回京丹波町議会定例会で議決をいただき

ました、一般会計で番号制度導入事業ほか１５件、下水道事業特別会計で公共下水道施設管

理事業１件の翌年度繰越額の総額７億５，７２４万８，０００円であります。 

  これらに充当します財源は、国府支出金１億８，６２５万９，０００円、地方債４億１，

９９０万円、そして、その他特定財源として災害復旧事業に係る事業分担金１９万７，００

０円、一般財源１億５，０８９万２，０００円であります。 

  続きまして、報告第２号 平成２９年度京丹波町水道事業会計予算繰越計算書について説
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明させていただきます。 

  地方公営企業法第２６条第３項の規定により、翌事業年度に予算を繰り越した場合、議会

に報告しなければならないとされているところです。 

  今回報告いたしますのは、水道事業会計において、平成２９年度から平成３０年度に繰り

越す額として、高岡地区配水管測量設計業務１件の９４０万円であります。 

  これに充当します財源は、当年度損益勘定留保資金としております。 

  以上、報告第１号並びに報告第２号の説明といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 以上で報告を終わります。 

 

《日程第５、議案第５９号 平成３０年度 町営バス（小型バス）購入契約について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第５、議案第５９号 平成３０年度 町営バス（小型バス）購

入契約についてを議題とします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要

を説明させていただきます。 

  議案第５９号 平成３０年度 町営バス（小型バス）購入契約につきましては、小型バス

２台を有限会社野村自動車工業から１，９６３万８，７２０円で購入しようとするものであ

ります。 

  保有する町営バス１７台のうち、運行年数が１８年以上経過し、老朽化が著しい車両２台

について更新を行うものであります。 

  以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議賜りまして原案にご賛同いただきま

すようお願い申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 補足説明を担当課長から求めます。 

  木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） それでは、議案第５９号 平成３０年度 町営バス（小型バ

ス）購入契約についての補足説明を申し上げます。 

  最初に、町営バスの概要でございますが、本町の町営バスは、現在、中型バス１１台、小

型バス４台、ワゴン車２台、合計１７台を保有しております。 

  今回購入いたしますのは、一般的にマイクロバスと言われている２９人乗りの小型バスで

ございます。同じタイプの車両を２台購入するものでございます。 
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  なお、運行につきまして、瑞穂・和知地区に配車の予定をしております。 

  今回の購入によりまして、更新、また処分を考えている対象車両につきましては、同じく

２台でございまして、５３人乗り中型バス１台、３７人乗りの中型バス１台を計画しており

ます。５３人乗りの中型バスは、導入後１８年以上が経過しまして、走行距離が３９万キロ

を超えております。３７人乗り中型バスにつきましては、導入後２２年以上が経過しまして、

走行距離は２３万キロを超えております。２台ともかなりの年数が経過いたしまして、維持

管理経費の削減等の観点からも更新・処分をするものでございます。 

  それでは、再度、議案をごらんください。 

  契約名は、平成３０年度 町営バス（小型バス）購入でございます。契約金額は１，９６

３万８，７２０円。契約の相手方は京都府船井郡京丹波町本庄島崎６番地３、有限会社野村

自動車工業、代表取締役野村 司。契約の方法は地方自治法第２３４条第１項の規定による

条件付一般競争入札。契約履行場所は京丹波町橋爪ほか地内、瑞穂バス車庫及び和知バス車

庫としております。契約期間は、議会の議決を得た日から平成３０年１１月３０日までとし

ております。 

  なお、議案のほかにはバスの仕様書、入札結果表を添付しております。ご確認をいただき

たいと思います。 

  以上、補足説明とさせていただきます。ご議決いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（篠塚信太郎君） 以上、説明のとおりであります。 

  これより、議案第５９号 平成３０年度 町営バス（小型バス）購入契約についての質疑

を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） ちょっとお尋ねをしておきたいと思うんですけども、今回提案にな

っておりますバスの購入でございますけども、２台ということでございますけども、２，０

００万円近い購入契約でございます。資料としてつけていただいておる仕様書等概要という

のがあるんですけども、これまででしたらバスの全体の写真というのをつけていただいてた

りもしたと思うんですけども、今回導入するバスの場合に、例えば障害者が乗車できるよう

になっておるとか、また中に黄色い持ち手があるという車両もあるわけでございますけども、

そういうような仕様というのはどういうようになっておるのか、１点伺っておきたいと。そ

ういうものがわかるものをきちっとつけるべきではないかと思うんです。 

  それから、もう１点は、今回、入札結果もつけていただいてるんですけども、町内の業者
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の２社ということなんですけども、町内で入札に参加できる業者というのは何社あるのかと。

今回、２社しか参加がなかったというのは、どういうことで該当する業者にこういう入札の

案内をしたということなのか。告示だけということなのか。ちょっとその辺のことについて

伺っておきたいということ。 

  それから、今ありました処分をする車両でございますが、中型が５３人乗りと３７人乗り

ということでございましたけども、処分はどういう方法を考えておられるのか。例えば下取

りということがありますし、また新たにそれを入札して幾らかでも処分するという、そうい

うこともあるわけでございますけども、どういう処分の仕方をされるのか、あわせて伺って

おきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） 入札に関することにつきましては、後ほど監理課長のほうか

らだと思っておりますけれども、まず、バスの全体写真というのをちょっと今回思い浮かび

ませんでした。大変申しわけございませんでした。また次回からわかりやすいような形は考

えていきたいと思います。 

  それから、障害者の対応、いわゆる車椅子対応とかそういうのができているかということ

でございますが、今回の購入バスに至ってはそういう対応はできていないバスでございます。 

  それから、もう１点、処分の方法でございますけれども、これは今までにもさせていただ

いておりましたけど、一般競争入札を考えているところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 野村監理課長。 

○監理課長（野村雅浩君） 町内の業者の対象の関係でございますけども、指名競争入札参加

資格者名簿、指名願いですけども、提出されています町内の業者で車両類及び自動車で登録

のある今回の対象業者は１２社でありました。そのうち以前の実績から見まして、小型バス

とかの入札参加されている業者は３業者でありました。今回は２社ということで若干少ない

という傾向でありました。 

  それから、今後の廃車手続によりまして、処分の関係でございますけども、新車購入後、

バス保有台数等の一定の整理をいたしまして、一般競争入札として町有財産売却公告とする

こととしております。一定の要件を満たしておれば全国民が参加できるという形になります

けども、予定価格につきましては見積もりとかを取りまして、価格を設定いたしまして、最

低売却価格等を設定して公告等をしていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 
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○１０番（山田 均君） 今、車両の購入にかかわって全体の写真等という話で、以前でした

らそういうものをつけていただいたりしていたわけでございますので、当然そういうものも

詳しく説明をわかるようにしていただきたいし、するべきだということを申し上げておきた

いと思いますし、１点、今回導入する小型バスということになっておるわけでございますけ

ども、それは小型バスということで車椅子などが乗れるスペースがないということで該当し

ていないということなのか。当然そういうものも、今のこういう社会の中で、障害者も車椅

子でも乗れるようなそういう車も当然必要だと思うんですけども、そういうような考え方が

ないのかどうか。車そのものがそういう仕様ができないということになっておるのかどうか、

改めて伺っておきたいというように思いますし、基本的な考え方はどうなのかという点も含

めてあわせて伺っておきたいと思います。 

  それから、入札の関係なんですけども、町内の１２社が対象だということでございますけ

ども、今回の小型バスの入札の参加資格も１２社ということで２社しかなかったということ

なのか。当然そういう該当する業者に対して入札の案内はされておるというように思うんで

すけども、そういうような方法はとっていないということなのか。告示で入札をあくまでも

業者がされてきたということなのか、ちょっとあわせて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） 今回購入するバスにつきましては、マイクロバスでございま

して、車椅子の対応となっておりませんが、町営バスには、特に中型バスでございますけど

も、車椅子で乗降できるスロープ付きの車両、ワンステップバスですがございます。路線ご

との利用実態に応じてこれは配車するなどの対応は可能だというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 野村監理課長。 

○監理課長（野村雅浩君） 公告かという話でしたけども、指名競争にはしておりませんので、

公用車等の購入と同じ形で公告による呼びかけをしてるだけであります。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） せっかくの機会でございますので、入札の場合については、該当す

る業者に案内をするということぐらいの丁寧さがあってもいいのではないかなと思うので、

今後のこともありますので、やはり対象となる業者については、今回、町がこういう車両購

入を予定しているということで、入札に希望があれば参加してというようなことぐらいは、

せめて案内を差し上げていくということもやっぱり町内の業者の方がそういう機会を均等に
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参加できるようなことも必要ではないかと。ただ、インターネットだとか告示を見ていない

のがどうかということでは、やはりもう少し親切丁寧な取り組みも必要ではないかと思うの

で、その辺の見解を伺っておきたいというのが１点と。 

  それから、先ほどのバスの問題なんですけども、中型バスについてはスロープ付きとか障

害者が乗れるバスがあるということなんですが、全体の流れとしては、中型から小型バスと

いう流れになっておると思うんですね。今回も中型バス２台を小型バスに変更するというこ

とですので、小型バスについても障害者の方が乗車できるような仕様ができないかどうかと

いう考え方を私はお尋ねしたんですけども、今後の考え方としては、当然バスの更新をこれ

からしていくわけですので、その辺の考え方はどういうように考えて車両を更新していくと

いうことなのかどうか、ちょっとあわせて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 野村監理課長。 

○監理課長（野村雅浩君） 先ほどの件ですけども、今まで公用車等も公告とホームページ等

で公告をしております。その関係で車両を扱う業者につきましては、もうなれておられます

し、また、いろんな関係も把握されておりますので、今までどおりの形で進めたいと思いま

すけども、ただ、バスの関係の業者につきましては、先ほども言いましたように、今まで三、

四社の業者のみの参加、今回は２社でしたけども、どうしても取り扱いの関係で参加が少な

いという形になりますので、そこらあたりをご理解願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） 山田議員おっしゃるように、できるだけ車椅子対応とかそう

いうものにはしたいところでございますけれども、片一方では、スクールバスとして子ども

たちになるべく座っていただくことも必要かと思っておりますし、その辺のバランスも多少

考えておりますのと。 

  それから、今回、購入が四駆のマイクロバスということになってまして、車椅子対応のは

なかったということになってしまいます。ただし、大方の考え方はやはりいろんな方に優し

いバスということは考えるところでございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 岩田君。 

○１番（岩田恵一君） 更新について何ら異議を唱えるものではございませんが、少しお尋ね

をしておきたいというふうに思います。 

  更新にこれまで小型化を図っておられるんですけども、今日までの実績や今後の運行計画
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をにらんでのことなのか、まず１点お聞きをしておきます。 

  それから、今回の更新によりまして、それぞれの路線の運行計画を見直す考えはあるのか

どうか。 

  それから、入札の関係ですけど、今回、条件付一般競争入札ということで、予定価格に対

して３００万円ほど落札金額は低いわけでございます。まず、予定価格の設定がどうかなと

いう思いがしているんですけども、ディーラーさんのカタログとかで設定されたのなら、大

体、９掛けとか８掛けはするべきだと思いますし、今回、３００万円安かったからいいとい

うことではないんですけども、例えば今回の予定価格２，１２０万円でしたら、２，０００

万円でも落札しているわけですよね。それで言いますと２００万円の差があるというような

ことで、もう少し予定価格を徹底して見直すべきではないのかというようなことでございま

す。今回、予定価格と落札された３００万円の差、適正な値引きというようなことで思って

おられるのか、お聞きをしておきたいと思います。大体、見積もりでしたら２社以上とかい

うことで見積もりを取って、それの平均的な額に９掛けとかして、それを予定価格にすると

いうのが公的な予定価格の定めかなというふうに思うんですけども、今回の予定価格の設定

についてどのようにされたのかということについてお伺いをしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） 小型化の狙いというようなご質問だったと思いますけども、

これまでにも乗客が少ないことなどから、バスが空で走っているというような痛いような声

も聞くわけですけれども、公共交通のコスト縮減を求める声があるなというふうには当然感

じておるわけでございまして、小型化、軽量化することによって燃料費等の維持管理費の削

減が図れたならというふうにまず考えてるところでございます。 

  それから、路線ごとの考え方でございますけども、最も多くの人数が乗車するタイミング

となりますスクールバスとしての使用時、これを１つの基準としてバスの大きさ等を検証し

ているわけでございまして、運行計画につきまして、路線ごとの利用者数を考慮した最適な

バスの配置というのをとっていきたいとまず考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 野村監理課長。 

○監理課長（野村雅浩君） 予定価格の設定でございますけども、ディーラーへの見積もり並

びにカタログ等で、ある程度、今回、車種も設定されていますので、その関係でディーラー

からの見積もり等によりまして設定しているものであります。カタログ等で９掛けという形

は今の段階ではとっておりません。 
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  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） ちょっと１点お伺いしたいんですけれども、先ほど障害者用の対応

ということは、車椅子の対応は難しいということをお伺いをしました。今回、小型でありま

すが、以前にも課長にお話をさせてもらったことがありまして、やはりバスを利用されると

いう方は高齢者の方が多いかと思うんですよね。そういった場合、ステップが下がっていく

というのが普通かと思うんですけれども、利用された方がステップが下がるワンステップの

ものではなくて、上がるときにこけはったんですよね。手すりを持ってはったけどなかなか

握力も弱くてこけはったということがありますので、今、１７台ある中で、ステップ対応が

できていないのが何台残っているのかどうか。それと、また今後、高齢者、障害者の方々に

優しい対応ができる車両はどのように考えているのかどうか、その点お伺いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） 高齢者の方が乗りやすいバスということで、その声も当然お

受けいたしておりまして、今回、購入するタイプにつきましては、乗降口に電動の補助ステ

ップを特別仕様として取りつけることとしております。 

  また、さらに、乗降口には両側に手すりをつけるなど工夫をしてまいるというふうに考え

ております。 

  また、ご指摘のほとんどのバスが低床式であったり、乗りおりするときに傾くことができ

るバスとかを用意しておりますが、確かちょっと資料をしっかり持ってませんけれども、二、

三台まだそういったタイプでない古いバスがあるということで、またそういったあたりは注

意をしていただきながらというか、手すり等もしっかりついてるんですけども、しばらくそ

のバスは運行しなければなりませんので、そういった対応は残りますが、運行上そこは仕方

がないところでございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 梅原君。 

○１４番（梅原好範君） 先ほど監理課長のほうからバス車両についての取り扱いは３社から

４社に限定されているという答弁をお聞きしましたけれども、その三、四社に限定されてい

るということは、新車導入が限定されているのか。それともその後の管理が限定されている

のか。どちらを指し示すのか確認させていただきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 野村監理課長。 

○監理課長（野村雅浩君） 今までの実績からですけども、三、四社という形で言わせてもら
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いましたけども、仕様書で示してます車種とか型式の関係、特に業者さんの取引の関係やら

整備ピットの関係などもありますので、それだけの企業事情などから応札が少ないといいま

すか、参加されるのがある程度限定されてくるということではないかなと分析しております。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 梅原君。 

○１４番（梅原好範君） もう一度お尋ねしますけれども、導入に関しての実力が備わってお

る業者が三、四社なのか。それとも、その後の管理について有する技術を持っておる業者が

三、四社なのか、わかります。 

○議長（篠塚信太郎君） 野村監理課長。 

○監理課長（野村雅浩君） 導入につきましてはそういう形で、先ほど言わせてもらったよう

な業者ではないかなと思われますし、また、管理につきましてももう少しされる業者もある

と把握しております。ただ、１２社全部がバスの管理等できるとは、そこまで私どもは把握

しておりませんけども、今までの流れから言いますと、三、四社以上の方々は管理もされる

のではないかなと思われますけども、実際、総合的に見て、参加しようかという形にはなっ

てないのではないかなと思われます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 梅原君。 

○１４番（梅原好範君） 現在、本町の保有するバス車両の購入後の管理についての運用はど

のように定まっていますか。 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） 管理につきましては、当然、車検点検いろんなことがござい

ますけれども、町内の業者さんで、特に地区ごとですぐに対応できる業者さんという形にな

っているところでございます。 

（音声なし） 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） 特に振り分けの取り決めはなかったと思います。それぞれピ

ットの大きさとかもあると聞いておりますし、そういったところで自動車関係の協会のほう

でも十分にご了解の中でしていただいてると思っております。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第５９号を採決します。 

  議案第５９号 平成３０年度 町営バス（小型バス）購入契約について、原案のとおり決

することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第５９号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第６、議案第５４号 京丹波町税条例等の一部を改正する条例の制定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第６、議案第５４号 京丹波町税条例等の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 今回は、地方税法の一部を改正する法律に従って本町の条例の一部

を改正するということで、参考資料をいただいておりまして、１つに、給与所得控除、公的

年金等控除から基礎控除への振り替えという中での説明をいただきました。１０万円を引き

下げて基礎控除のほうに１０万円をプラスするということでありますが、給与所得控除と公

的年金控除を１０万円引き下げることによって、総所得が増えてくるのではないかと思うん

ですよね。やはり本町においても、国保税やら町府民税等は総所得に対して課税がされるわ

けでありますが、これを見ましたら、総所得は増えることによって税負担が増えてくるので

はないかと思うんですけれども、その点ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 松山税務課長。 

○税務課長（松山征義君） ただいまのご質問でございます。 

  今回、給与と年金等の控除額が下がって、そのかわりに基礎控除額が１０万円増えるとい

う振り替えがなされます。税の考え方でいきますと、今回そういった給与なり年金の所得が

生じる方につきましては、税の計算過程で所得額から控除額を控除した額が課税のもとにな

るということでございまして、計算過程の中で１０万円が減るということで、所得額は１０

万円増えるということになりますが、基礎控除額が１０万円増えますので、答えとしては影
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響がない格好になると思います。ただし、こういった給与所得並びに年金所得以外の方に係

る関係につきましては、給与控除とか年金控除ということではなしに、必要経費ということ

になりますので、単純に基礎控除が１０万円増えるという格好になろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 今、説明ありました。非課税限度額とか条例でちゃんとなってて、給

与所得控除や公的年金等控除が１０万円下がった分については基礎控除が１０万円プラスと

いうことで、非課税限度額のことなどについて条例でも上げておりますが、例えば合計所得

金額が後期高齢者医療とか、または介護保険料とか、国保税もあるかもしれませんし、保育

料も含めて、児童扶養手当でありますとか関係してくるのではないかと思いますけれども、

そういう点については何らかの措置があるのかどうか、影響はないのかどうかお聞きしてお

きます。 

○議長（篠塚信太郎君） 松山税務課長。 

○税務課長（松山征義君） ただいまのご質問です。 

  振り替えに伴う影響ということであろうかと思いますけれども、この点につきましては、

税制改正に係る事務説明会等で国の法律等に基づく施策については各省庁間で今後調整がな

されるというふうにお聞きをいたしております。 

  また、地方単独で実施しているそういった関係する事業等々につきましては、平成３３年

度からの施行ですけれども、この間に周知徹底を図られたいといったこともございます。本

町につきましては、今回の税制改正でそのことが示されたわけでございまして、関係が想定

される所管部署に対しまして当課よりこの関係についての事務連絡を既に発出をしていると

ころでございます。今後につきましては、所管課において必要な調整等が行われるものであ

るというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 所得に関してはそんな影響がないというような課長の答弁でありま

したが、本町にとって今回の見直しによって収入は増えるのか。それとも減ると見ておられ

るのか。その点ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 松山税務課長。 

○税務課長（松山征義君） 今回の振り替えによりまして、先ほども申し上げさせていただき

ましたとおり、給与、年金所得以外の方につきましては、単純に考えますと、基礎控除が１
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０万円増えるということでありますので、その分については全体の額が下がっていく方向に

影響が生じるのではないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 影響する分については、今後、国のほうも、町のほうも、調整してい

くということでありましたので、これまで受けられていた水準が低下することのないように、

それはぜひ平成３３年度までにちゃんとしていくことが求められるなというふうに思ってお

ります。 

  それと、説明してもらってる資料で、固定資産税の関係ですけど、１億円以下の中小企業

を対象に設備投資をした場合に、特定税率をゼロとするということでなっておりますけれど

も、これは適用される条件というか、決まりというか、そういうようなものがあるのかどう

か、お聞きをしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 松山税務課長。 

○税務課長（松山征義君） 生産性向上特別措置法に係ります今回の措置ということでござい

ますけれども、中小企業が対象ということで、資本金が１億円以下の法人並びに従業員数１，

０００人以下の個人事業主等ということになっております。こういった法人様が一定の計画

を立てられた上でその計画が認定されたもののうち、固定資産税につきましては、さらに生

産性向上年平均１％以上の工場の要件を満たしておる先端設備が対象になるということでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私もちょっとお尋ねしておきたいんですが、今、給与所得控除や公

的年金控除から基礎控除へ振り替えにかかわって、いわゆる税収が減るということも予想さ

れるということでしたけども、その場合には、扶養制度でございますので、補塡という方法

がとられるということなのかどうか、１点伺っておきたいということと。 

  それから、固定資産税の今ありました関係で、１億円以下の会社なり１，０００人以下の

会社ということですけども、この説明書の資料を見ておりますと、いわゆる生産性向上特別

措置法に規定により、市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設

備投資というようになっているんですけども、市町村の計画というものはどういうもので、

いつそういう計画を立てるということになるのか、伺っておきたいというように思いますし、

この対象となる予想とされるのは委員会では３件程度問い合わせがあったという説明を聞い
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たんですけども、対象となる会社というのは京丹波町の場合には何社あるのかということも

あわせて伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 松山税務課長。 

○税務課長（松山征義君） まず、１点目のご質問でございます。 

  １０万円の振り替えによりまして減収に伴う措置でございますけれども、減収となります

と、基準財政収入額そのものが減少するため、こういったことから需要額は一定という前提

のもとですけれども、収入額と需要額の差が交付税額という格好になりますので、基準財政

収入額は減少すればその分交付税という形で措置されることになるというふうに考えており

ます。 

  ２点目のご質問につきましては、商工観光課のほうが所管課のほうになりますので、そち

らのほうから答弁のほうをお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 山森商工観光課長。 

○商工観光課長（山森英二君） 先ほどの件でございますけれども、まず生産性向上特別措置

法が本年の６月に施行されました。それを受けまして、各市町では、導入促進基本計画を策

定するということになっております。したがいまして、商工観光課のほうでその基本計画を

４月末までに準備をして定めていきたいというふうに思っておりますので、その中身につい

ては今検討中ということであります。もちろん法に従って基本計画を定めるということにな

ろうかと思っております。 

  また、対象の事業者ですけれども、全体的にはまだ把握はしておりませんが、問い合わせ

につきましては、先ほど議員がおっしゃったように、３件ほどこれまでに相談なり導入をし

たいという意向を示されております。さらにまた先端的技術ということでありますので、そ

れぞれの事業者の方の導入の考え方もありますので、今後、この３件以上の申請があるかも

しれないなというふうな状況でございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 税の関係でもう一度伺っておきたいんですけども、税収が減るとい

うことで基準財政需要額が変わって交付税で増えるという前提だと思うんですけども、あく

までも交付税ですので、町の基本から言えば、税収というのが一番大もとでございますので、

そういう面からすると、町としての基本的な税収をどう確保するかというのが町運営の基本

でございますので、そういう面から言うと、税収が減るということについてはいかがなもの
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かということで、やっぱり国に対してもしっかり声を上げていくということが私は必要だと

思いますので、その点どういうような考え方なのか伺っておきたいというのが１点。 

  それから、今回の改正の中で、地方税の電子化というのが平成３２年からやるということ

になっておるんですけども、この資料を見ておっても、資本金１億円を超える普通法人とい

うことで、法人住民税等の電子申告を義務づけということになっておるんですけども、これ

まではどういうような申告の仕方であったのかというのが１点と。 

  それから、この電子化による京丹波町のメリットというのはどういうものなのか、あわせ

て伺っておきたいということ。 

  それから、今回の場合に、人格のない社団法人は電子申告の義務化の適用外ということに

なっておるんですが、人格のない社団法人で１億円を超えるそういうものはないかと思うん

ですけども、人格のない社団法人というのは京丹波町では何団体ぐらいあるというように把

握されているのか、あわせて伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 松山税務課長。 

○税務課長（松山征義君） １点目のご質問でございます。税収減に対する対応ということで

ございます。この部分につきましては、単に交付税に依存するということを申し上げている

わけではなく、引き続きあらゆる角度から税収の確保に努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

  次に、電子化のメリットでございますけれども、やはり全体的にマクロな話といたしまし

ては、官民合わせたコストの削減ということがうたわれております。本町につきましても、

今まで紙で連絡を取って、紙で報告を受けておったものが電子でということになりますので、

そういった部分では一定の事務の省力化が図れるのではないかなというふうに考えておりま

す。 

  最後の質問でございます。人格のない法人の団体数でございますけれども、税務課として

は把握をいたしておりません。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 今回、地方のたばこ税の見直しも上がっておりますが、１点は、１

本当たり１円ずつ３段階で引き上げていくということでお聞きしました。もう１点の加熱式

たばこというのも同じように見直しをされるんですけれども、これは５年間という、年間が

違うんですね。その点の違いというのがちょっとわからないのでお伺いしたいのと。加熱式

というのは１本と見るのかどうか、詳しくわからないのでその点わかりましたら説明をお願
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いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 松山税務課長。 

○税務課長（松山征義君） 今回の改正によりまして、紙巻きたばこにつきましては、議員お

っしゃるとおり３段階で上げていくということでございます。ただ、加熱式たばこにつきま

しては、今回の改正で新たに加熱式たばこという区分が設けられまして、今のところ３製品

ございます。そこの部分につきましては、現行の紙巻きたばこの１本当たりに換算される税

額というものがあるんですけども、その税額に対しまして著しく低い換算の方法になってお

りまして、加熱式たばこと紙巻きたばこの税負担の考え方というのは、以前から議論を国の

ほうでもされておったわけなんですけれども、今回それを最終５年間かけて紙巻きたばこの

税額の７割から９割程度のところまで５年間をかけて上昇させるといった措置になっており

ます。紙巻きたばこは３年間、加熱式たばこは５年間ということになりますけれども、紙巻

きたばこも３段階、もう少し正確に言いますと３段階です。平成３１年につきましては消費

税の関係もありますので、その年度は上げなくて、平成３２年度、平成３３年度で上げてい

くといったことで、年数にしたら４年間になろうかと思います。こういったことで、特に加

熱式たばこと紙巻きたばこの上げる期間の連動性というのはないものであるというふうには

認識をいたしておりまして、特に加熱式たばこにつきましては、緩やかに５年間の期間が必

要という整理のもとに期間がとられたものであるというふうに私は認識をいたしております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第５４号を採決します。 

  議案第５４号 京丹波町税条例等の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決

することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第５４号は、原案のとおり可決されました。 
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《日程第７、議案第５５号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第７、議案第５５号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） 今回提案になっております改正の部分で新旧対照表を見ますと、保

険料率の関係で第３８条第４項というのが、今回、第２２条の２第２項に改正ということに

なっているわけでございますけども、具体的には３月の議会でも提案をされたわけでござい

ますけども、今回の内容の変更というのはどういうものなのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） 今回の改正でございますけども、具体的に申しますと、介護

保険法施行令の第３８条、保険料率の算定に関する基準の中の第４項におきまして、特別控

除額を控除する規定がこれまでされておったところでございますけども、今回の改正により

まして第２２条の２、これは居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等の中の

第２項におきまして、この特別控除額を控除する規定がなされまして、以下の条項について

これを適用するということになりましたので、今回、介護保険条例の中で引用しておる条文

のほうを改正させていただくものでございます。 

  具体的に申しますと、ご承知のように、介護保険料につきましては、既に平成２９年度か

ら特別控除の規定のほうを適用させていただいております。今回新たに適用になりますのが

利用者負担割合、また、高額介護サービス費、また、特定入所者介護サービス費等の３点に

つきまして、この特別控除額の適用がなされるというものでございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第５５号を採決します。 
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  議案第５５号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとお

り決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第５５号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第８、議案第５６号 京丹波町営農林業施設事業分担金徴収条例の一部を改正する条例

の制定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第８、議案第５６号 京丹波町営農林業施設事業分担金徴収条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） 今回提案になっております土地改良法の一部改正に伴う改正という

ことと思うんですけども、特にその中で土地に共有者がある場合などあわせて１人の事業参

加資格者とみなすということで、代表者１人を選任すればいいということになるということ

だと思うんですけども、これまで例えば土地改良事業などで、共有者がある場合にはそれぞ

れ同意をもらわなければいけないということだと思うんですけども、この場合に代表者とい

うのはどういう選任の仕方をするのかと。誰がそれを選任するのかということを１点お尋ね

しておきたいということと。 

  それから、これまで京丹波町では、土地改良事業などで共有者のある場合、トラブルとい

うのはあったのか。また、そういう事例は全国的にもあるのかどうか、あわせて伺っておき

たいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） 今回、土地改良法が見直しをされまして、この見直しの背景

につきましては、ご承知のことかと存じますけれども、国の農業を活力のあるものにしてい

くものということで、土地改良法を見直して担い手への農地集積を速やかに行っていくとい

うのが狙いでございます。その中でただいまご質問がございました土地に共有者がある場合、

あわせて１人の方を選任をしてということになっておりますけれども、この件につきまして

は、共有者の中からその中でご協議をいただいて、１人の方を代表にして事務手続を速やか

に行うものということとしておるところでございます。現在、本町におきまして、過去にそ

ういう事例があったのかということでございますけれども、私のほうでは、今現在、把握を
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していないところであります。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 今後、高齢者がどんどん増えていく中で、相続の関係を考えますと、

町外に出ておるとか、なかなか連絡が取れないとか、そういう方も起こってくることを思う

んですけども、その場合に共有者の中で代表者を決めていただくということだと思うんです

けども、その共有者の中で１人でも町内におられれば、代表者を決めやすいわけでございま

すけども、全て相続される方が町外の場合はなかなかこういう場合でも難しいというのもあ

ろうかと思うんですけども、あくまでもそれは３人おられれば３人が協議をしていただいて

代表者を決めると。５人おれば５人の中で代表者を決めるということだと思うんですけども、

これは、当然、代表者となっていただく方に連絡をしなければいけないわけですけども、そ

ういう働きかけとか取り組みは事業をやるところがそういうことをやるということなのか。

町などがそういうように働きかけて代表者を決めていただくように指導するとか、その辺は

どういう形になるのか、あわせて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） 今後、事業のほうを行っていくところが出てくる可能性はあ

ると考えておるところでございますけれども、国のほうの中では、共有者の意見を誰か取り

まとめていただいて、事業をやっていくというようなことで考えられておるところでござい

まして、今後、町営でやったり、また府営でやったり、例えば国営でやる部分もあろうかと

いうように思いますけれども、そういった部分はご指導をしながら事業のほうを進めてまい

りたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 土地改良法の一部改正ということで、今の本町については、この事業

実施手続の合理化に関する措置という部分について条例では上がっていると思うんですけど

も、法律の概要として資料をいただいておりますが、農用地利用集積の促進、あるいはまた

防災及び減災対策の強化ということで法律の概要が上がっておりますけれども、こうしたこ

とは法律が変わったことで本町でも中身に該当しておれば実施ができるということだと思い

ますが、その一方で、こうした一カ所にたくさん集まった水田の改良だけでは、京丹波町全

体の農用地を維持していこうということにはならないと思うんです。こうしたことも大切な

ことであると思う一方で、また、この間の農業公社さんとの話し合いでもありましたけれど
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も、町内の端々にいろんな土地が耕作できないままになる危険性もあるということで、一方

では、集積地の改良と同時にそういうところの改良も必要だと。重点を置いていくことも必

要だと思っておって、家族農業の１０年ということで、来年度からそういうことも言われて

いるので、やっぱり大規模農地の改良と同時に端々の農地の改良も含めて、やっぱり町とし

ては目を向けていくことが必要なのではないかと思いますが、見解がいただけたらよろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） ただいまのご質問でございますけれども、土地改良法の見直

しによりまして所有者の同意、また、所有者の負担なくして県営府営事業であったり、国営

事業であったりということで、事業のほうが展開をできることとなっております。 

  また、先ほどございましたように、防災・減災面におきましても、危険なため池であった

り、本町では余り少ないんですけれども、パイプラインの破損等が発生した場合でも、速や

かに事業が実施ができるような形に土地改良法が見直しをされたところでございます。 

  冒頭申し上げましたように、この土地改良法の見直しにつきましては、国が力強い農林水

産業をつくり上げていくということで、プランのほうを作成しておる中で、外国への農産物

の輸出、また、農地を守っていくという部分で担い手への農地集積を速やかに行っていくた

めに、この土地改良法も見直しをされたところであります。 

  先ほど議員からございましたように、本町は典型的な中山間地域でございまして、山合い

の農地がだんだん遊休化してくるという課題があるところではございます。そうした農地に

つきましても、一定の集積が行えるのであれば、本事業の活用もできると考えておるところ

でございます。また、山合いの農地の活用につきましては、その農地に適した作物の導入と

いうこともしっかりと考えていかなくてはならないというようなことで、ただ単に管理上で

農地を整備して大きくするというだけではなくて、その土地にあった作物の導入という部分

と合わせて、今後考えていかなくてはならないということで思っておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 今、東議員もチラッと言われたのではないかと思いますが、農地がず

っとそのまま管理者が本町におられなくて、荒れた田畑についての管理は今後どのようにお

考えなのか、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） 今も議員さんからご指摘がございましたように、本町では、
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既に他所に出られて農地の管理ができないという農地が状況として増えてきておるところで

ございます。そうした状況の中で、今も事業的にも進めておりますけれども、例えば他所か

らの新規就農者を受け入れて条件の整った形で新規就農者の方に作付をいただく。また、中

山間直接支払制度なり多面的機能支払制度を活用いただいて、そうした農地を管理いただく

というようなことで考えておるところでございます。農地でございますので、農地法の縛り

もございますので、荒れた場合、そうした農地の管理については、農業委員会のほうから指

導もできるようなこととなっておりますので、そういったものについては指導もいただきな

がら農地の維持管理に努めてまいりたいと思っておりますし、いわゆる耕作者が少なければ、

なかなか全ての農地を守っていけないというのが今現在の状況かなというように思っておる

ところでございまして、より一層、先ほども申し上げましたけれども、山合いのほうから農

地がだんだん荒れてきておるような状況もございますので、総合的に考えていかなくてはな

らないというように思っておりまして、なかなかこれという特効薬が今現在ないわけでござ

いまして、今後とも関係機関のお力をかりながら事業のほうを進めてまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第５６号を採決します。 

  議案第５６号 京丹波町営農林業施設事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第５６号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第９、議案第５７号 京丹波町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例を廃止する条

例の制定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第９、議案第５７号 京丹波町ふれあい広場の設置及び管理に
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関する条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  村山君。 

○５番（村山良夫君） この議案は、新庁舎予定地をすることが前提で出されてると思います。

私は、今回の一般質問で、新庁舎予定地について通告をした上で質問をさせていただきまし

た。通告書の２の②のところで、排水路対策が困難な場合、調整池等による対策が必要であ

る。昨今の異常気象に対応するためには、地形的に必要な規模の調整池の建設は可能なのか

という質問をしております。このことに関しまして、町長の回答では、基本的な設計は進め

ているところですと。具体的な数値等については、具体的な数値の事前通告がありませんで

したので、具体的には答えられないというような答弁でございました。私、思うんですけど

も、通告書の中でどれぐらいな規模のものが可能なのか。地形的に可能なのかという質問を

しておりますので、当然、親切に答えていただけると仮定したら、昨今の豪雨を考えたら、

１００ミリ前後の雨量に対するためには、立地条件から考えてどれぐらいの調整池が必要な

のかということはわかっているはずだと思います。 

  そこで、もう一度お聞きをしたいんですけども、その後、調整池はどれぐらいな規模のも

のが必要なのか。お考えになっているかお聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山議員、今の議案からは少し外れる質問だと思いますが、もう一

度質問の要旨を言ってください。 

○５番（村山良夫君） 今言ってますのは、新庁舎建設予定地にするためにこの条例を廃止さ

れるわけですね。新庁舎予定地にこの場所が適合しているのかどうか。特に、私が疑問に思

ってますのは、雨水対策が可能なのかどうかということです。だから、関連をした質問だと

理解をしております。 

○議長（篠塚信太郎君） 今の質問に対して答弁できますか。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 今回の条例改正につきましては、新庁舎の建設を目的として、ふ

れあい広場にありましたビジョンダンマークなり管理棟、駐車場等の取り壊しが行われてい

るものでございまして、それによりまして本来の目的でありましたふれあい広場の目的が達

することができないということをもって、本条例を廃止させていただこうとしているもので

ございます。 

  なお、新庁舎の関係、雨水の対策でありますとかそういったものにつきましては、現在設

計中ということでございます。 
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○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 今の説明によりますと、建物を撤去したからふれあい広場としての機

能がなくなるので条例を廃止するというような趣旨ですけど、例えば、あれを利用されてい

るのはグラウンドゴルフで利用されてまして、利用しているときから建物があることが邪魔

になってたわけです。それがなくなったんですから、ふれあい広場としての機能的な欠陥が

できた。だから利用できないという答弁はおかしいと思うんですが、その点、具体的にお願

いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 本議案の提案理由のときにも町長から申し上げましたように、新

庁舎の建設に伴い京丹波町ふれあい広場を廃止するという目的でございます。そのために支

障となります老朽化した施設を取り壊したことによりまして、本来の目的を達することがで

きなくなったということでの廃止をさせていただくものでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） だから、その質問をしてますね。だから、ふれあい広場が地形的に新

庁舎の建設に可能なのかどうか。特に、雨水の対策としては、調整池をしなければならない

わけですけども、それの規模はどれぐらいになるのか聞いているわけです。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 先ほどから申し上げておりますように、新庁舎の位置につきまし

ても議会で議決をいただいたところでございまして、新庁舎の建設に向けまして、現在、ふ

れあい広場での建設を目的としまして、支障となります施設の取り壊しを行っているところ

でございますので、それが要因ということで本施設の設管条例の廃止をお願いしているもの

でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私もちょっとお尋ねをしておきたいと思うんですけども、今回条例

廃止が提案されておるんですけども、基本的には、これまでですと、工事の発注とあわせて

条例廃止というのが基本的な流れだったと思うんですけども、３月議会で新庁舎整備事業に

伴う建物解体工事の工程表というのを配付していただきまして、３月３１日までの工期を６

月末までということで提案がありました。そのときに私もお尋ねをしたんですけども、３月

２３日だったと思うんですけども、大体、建物もなくなっておりましたので、６月末までの

工期というのはなぜ必要なのかということもお尋ねしたんですけども、そのときの説明とし

ては、工程表にある基礎コンクリートの部分が３月１５日に当初終わる予定だったけども、
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これから撤去に入ると。細かく分解をするとか活用できる部分、販売できる部分、仕分けな

ど最終の完了というのが６月末なんだと説明があったわけなんですが、実際、１カ月も早く

完了したということは、工程表のどの部分が変更されたのか。何のために工程表をつくって

おったのかということになると思うんですけども、この工程表を改めて見ておったわけでご

ざいますけども、改めて工程表との関係で行くと、どこが短くなったということで６月の１

０日頃に完了を検査終わったということでございますので、５月末ぐらいはもう終了してお

ったということになりますので、１カ月も早く予定よりも終わったということでございます

けども、解体でございますので、いろんなトラブルといいますか、そういうものも見込んで

おったということかもしれませんが、その点ではどういう要因で早く終わったということな

のか。 

  また、資材の活用、販売の仕分けというのは正確にできておったのかどうかということも

あわせて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） まず、本条例の上程の時期でございますけれども、ふれあい広場

の施設の廃止につきまして、取り壊し等につきましては、昨年の１２月２２日からの工期と

なってございまして、当初は本年の３月３１日末で完成予定ということでございましたけど

も、現場に入りまして、現地の状況というのが非常に老朽化をしているということで、建物

の内部等の調査を行う段階におきましても、床が抜けておったりということで、調査の確認

のための時間がかなりかかったということから、着手に係ります時期が本年に入ってからと

いうことになっております。 

  また、工事発注と同時に施設の閉鎖をし、工事が行われるというものではございませんで

したので、そういう調査の時間というものにつきましては、まだ周辺で施設の利用が可能と

いうこともありまして、この条例の提案時期につきましてはおくらせていたところでござい

ます。 

  また、工事の変更の際の計画でございますけども、取り壊しにつきましては、早く終わっ

ておりますけれども、基礎の取り壊しでありますとか取り壊した廃材の処理、それから利用

できるものについては売り払いを行うとか、そういった整理に時間を要するということで、

６月いっぱいの予定ということで工程のほうも組ませていただいて、一定の余裕をやはり持

っておかなければ、そういった細々したことの整理については、どれだけ時間がかかるとい

うのもわからない状況でありますので、一定の余裕を持った中で６月末の工期ということで

変更をお願いしたものでございます。結果的に整理が早くされまして、６月８日が検査の完
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了日ということになっておりますけども、若干早く終了はいたしましたが、経過としまして

はそういう状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） ちょっとあわせて伺っておきたいんですけども、工程表を見ており

ますと、５月末から６月にかけての部分を見ておると、基礎コンクリートの撤去の部分だと

思うんですけども、それから舗装・整地ということでアスファルト舗装とかインターロッキ

ングの舗装などということになっているんですけども、外構ということになっていますが、

これについても外から見ただけではわからないわけでございますけども、完了したというこ

となのかどうか。６月の中頃に囲いとか敷鉄板の撤去ということになっているんですけども、

これももっと早く５月よりも早い時期にできておったと思うんですけども、当然そういうこ

とであれば、工程の状況なんかも委員会もあるわけでございますので、報告をするというの

が工事の状況から言いましてもすべきではなかったのかと思うんですけども、その点あわせ

て伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 今回の条例の廃止につきましては、先ほど来申し上げております

ように、施設の撤去はされておりますし、現場所が当初の目的を達せなくなったということ

から、工事の完了を見込んだ上で、今回、廃止の条例を提案させていただいたところでござ

いまして、今、議員のほうからおっしゃっております工事の関係とは、本廃止条例とは関係

がないというふうに理解をしておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 先ほど村山議員も質問されていたところでありますが、提案説明でも、

今、総務課長がおっしゃられてましたように、新庁舎の建設に伴いということであります。

役割を果たせないので廃止するということはわかっておりますが、後続いて建設用地として

使うということになります。そういうことから、この間の第３回のワークショップの報告を

見せてもらっておりましたら、調整池をつくるために駐車場をかさ上げするということが載

っておりました。そういうことからして、今回お聞きするわけでありますけれども、財源的

なことで関係ないと言われるかもわかりませんけれども、やはり新庁舎の建設用地として事

業をするためにはいろんな財源のことも必要なのであえてお聞きしますけども。 

○議長（篠塚信太郎君） 東議員。議案外の質問だというふうに私は思いますので、もう一度

質問をやり直してください。 

○４番（東まさ子君） 新庁舎の建設用地に伴いということでなっておりますが、駐車場をつ
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くるということにもなっております。計画されてて、その計画が調整池をつくるためにかさ

上げするということにワークショップでなっておりましたので、そういう排水対策について、

国の事業というのはあるのかどうかということが関連してお聞きできたらと思っておりまし

たので、判断していただいて、答弁いただけたらと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 議案外の質問だと思いますが、答弁できますか。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 先ほど来申し上げておりますように、提案理由としましては、新

庁舎の建設に伴いということで、ふれあい広場の設管条例の廃止をお願いしているものでご

ざいますし、庁舎建設につきましても、別途、設計業務に現在携わっているところでござい

ますので、順次、事業化も進んでいるという状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 先ほどの答弁で工事と廃止条例とは関係ないという答弁だったと思

うんですけども、撤去の工事が進んだから、当然廃止条例を提案したということだと思うん

ですけども、解体工事というのは、当然、この条例とのかかわりで関係があるということで

お尋ねしたんですけども、改めてもう一度伺っておきたいと思うんですけども、当然、新庁

舎建設事業に伴う建物解体工事で撤去になって、先ほどもありましたように、６月８日に検

査が完了したんだと。だから、工期はあるけども廃止条例ということを提案したと。こうい

うように私は理解しておったんですけども、撤去工事と廃止条例とは関係ないという意味は、

もう一度、どういう意味で関係ないということなのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） ふれあい広場の設管条例につきましては、広場にあります球技場

でありますとか、多目的広場でありますとか、管理棟でありますとか、そういったものが新

庁舎の建設に伴って取り壊しをされるということを目的として廃止をお願いするものでござ

いますし、庁舎のビジョンダンマーク等の施設の解体の進捗につきましては、先ほど来から

申し上げているところでございます。工事に着手した当時というのは、まだ施設の周辺につ

いては利用が当然可能でしたので、廃止をする必要もなくご利用をいただいていたというと

ころでございまして、本年度に入りまして、一定工事が進んだということで、今回の提案と

なったということでございます。この提案の遅い早いという部分はあろうかと思いますけれ

ども、目的を達せなくなったということから、今回の提案とさせていただいたところでござ

います。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 
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  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第５７号を採決します。 

  議案第５７号 京丹波町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定

について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（多数 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手多数であります。 

  よって、議案第５７号は、原案のとおり可決されました。 

  ただいまより暫時休憩します。１０時４５分まで。 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時４５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  谷口勝已議員より欠席の連絡がありましたので報告します。 

 

《日程第１０、議案第５８号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第１号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１０、議案第５８号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  岩田君。 

○１番（岩田恵一君） ちょっとお尋ねをしておきます。 

  教育費の中で、今回、中学校学習支援教員等配置事業、部活動の指導員３名配置というこ

とを聞かせていただいております。どういったクラブへの配置なのかということと。支援員

さんの方については、町内で該当者があるのかどうか、あわせてお伺いをいたします。 

  それから、かねてより教育長にもお尋ねしておったんですけども、クラブ活動でやりたい

クラブがあるのに学校にはないという中で、子どもたちが真にやりたいクラブを支援してい

くということは１つの課題になっているのではないかというようなご指摘もさせていただい

た中で、町内の学校でクラブ活動を行っている部活動については、相互交流というような観
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点からも、そういった受け持ちを越えた参加を認めるというようなことへの取り組みはどう

お考えになっているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 堂本教育次長。 

○教育次長（堂本光浩君） 学習支援に関してでございます。特にクラブ活動の支援というこ

とでございます。中学校のクラブ活動に関しまして、支援をいただくというものでございま

して、町内３中学校ございまして、一応、蒲生野中学校に関しましては軟式野球部、瑞穂中

学校に関しましてはバスケットボールクラブ、和知中学校につきましてはサッカー部、現在

のところということでございますけれども、今後調整をさせていただく中で該当の部に関し

ましては変更があるということだけお願いをしたいと思います。 

  それから、支援員の該当の方ということでございますけども、一応、この制度に関しまし

ては、国なり府の制度を利用をしておりまして、小・中・高を含めまして、教員免許のある

指導者ということが前提条件となってございますので、教員免許のある指導者の方３名を現

在のところお世話になりたいなというふうに考えております。 

  その他に関しましては、教育長のほうでお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 先ほどの部活指導員について少し補足をしますと、現在、町独自で

も支援員をそれぞれ中学校で配置をしています。現在、町独自でこれまでやってきましたの

は、部活を指導しております教員の指導のもとで、技術的な指導補助をするということをメ

ーンに町ではやっていました。今回、国が部活指導員という制度を設けたわけですが、これ

は主として教員の働き方改革とのかかわりで出された制度であると。したがいまして、この

部活指導員は、教員の指導のもとではなく、その指導員そのものが、もちろん部活顧問と緊

密な連携のもとでありますが、単独で部活の指導及び遠征試合と交流試合等の引率もできる

という制度でありますので、先ほど次長が説明をいたしましたように、教員免許を持ってお

ることが必須条件ということであります。現在、配置をしています町独自の支援員の中で教

員免許を必ずしも持っている方そう多くはありませんので、したがいまして、現在町の支援

員と、今回、国が配置をしました、これは財源がありますので、できる限りこれも活用した

いということで、したがいまして、教員免許の資格を持っている人、同時に学校との教育方

針をよく理解いただいて、学校の指導と矛盾なくやっていただける人選を進めているところ

であります。それが町独自の制度と今回国が配置しました指導員との違いであります。 

  次に、岩田議員から現在中学校で置いていない部活で生徒が希望する場合、こういう問題

は本町に限らず中学校全国的にも小規模化が進んでいる中で、中体連の中でもそうしたこと
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が検討されていますので、できる限り多くの生徒が自分がやりたい部活動に参加できる。ま

た、国でもそういうことを視野に入れた部活のあり方についても検討を現在進められており

ますので、そうした検討も注視しながら町としての部活のあり方についても検討を進めてい

きたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） ただいまの教育関係のことについて詳しく説明していただきました。

こうして配置事業の予算も上がってる中で、今まだ指導員が決まっていないような答弁があ

りましたが、期間的にはもうずっと半永久に指導員を設置して行われるのかどうか、お伺い

いたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 現在こうして補正予算をお願いしていますので、この議決をいただ

いたら、直ちに部活指導員の人選について学校と協議をし、配置に努めたいと。何らかの形

で配置ができるのではないかという見込みであります。 

  以上です。 

（森田議員の発言あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 失礼しました。国としても一定の制度化をしますので、町としても

次年度以降にこういう形で部活指導の充実を図っていきたいと思っております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） １点質問をしたいんですけども、最終ページの地方債云々と調書がつ

いてるわけですけど、平成２８年度末現在残高というのは、当然のことですけども、平成２

８年度決算の数字が流用されていると思うんですが、そうなんですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） ７ページの地方債の表でございいますけども、平成２８年度末現

在高というのは決算の数値を引用しております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） そして、平成２８年度の監査委員報告の資料をいただいてるんですけ

ど、これも平成２８年度決算を基準にしてつくってあると思うんですが、そうなんですね。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 決算審査、また、監査の資料につきましても、同様というふうに
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認識をしております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） そうしますと、ここに上がってます１４８億９，８１９万８，０００

円とこの調書にはなってますけども、監査報告の資料によりますと、一般会計の残高は１４

７億８９万８，０００円というように、１億９，０００万円余り違うんですが、これはなぜ

ですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 現在、手元に決算資料等を持ち合わせておりませんので、詳細に

ついてはお答えできません。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） ちょっと多いですけど、そんなええかげんなことでは困りますよ。 

○議長（篠塚信太郎君） 総務課長、後で説明できますか。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 後ほど確認させていただきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 今のクラブの支援員の関係ですが、いろいろと説明をいただきました

が、今回の予算の根拠というか、補正で組まれておりますけれども、これは例えば１週間に

どのぐらいの割合で指導をしていただけるのか、根拠をお聞きしたいのと。 

  それから、前のページのコミュニティ・スクール推進体制構築事業、いろいろと説明もい

ただいているわけでありますが、学校と家庭と地域の連携・協働体制を確立し、持続可能な

推進体制を構築するということであります。社会総がかりで子どもたちを育むためにという

ことでありますが、具体的に目指している、もう少し具体的なものがありましたらお聞きし

ておきたいのと。 

  それから、委員等報償ということで１９万２，０００円、講師ＣＳディレクター報償とい

うことで６２万２，０００円ありますが、これはもう少し詳しくお聞きしておきたいと思い

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 堂本教育次長。 

○教育次長（堂本光浩君） まず、６ページの中学校学習支援教員等配置事業の報償費の中の

具体的な数字ということでございます。基本的には時間給で１，６００円掛ける週６時間の

３５週ということで３名の方、それが１００万８，０００円になろうかと思います。既に予

算化をしておりますので、先ほども教育長のほうから申し上げましたとおり、町の学習支援
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の形で予算化もさせていただいておりまして、今回必要な経費５８万８，０００円を予算化

させていただいたというところでございます。 

  それから、続きまして、戻りまして５ページになりますけれども、コミュニティ・スクー

ル推進体制構築事業の講師等報償でございます。これにつきましては、時間当たり１，４８

０円掛ける４時間掛ける週３回掛ける３５週ということで、１０５日という形になりますけ

れども、これに関しましては、先ほども申されてたとおり、コミュニティ・スクールディレ

クターという役職で、学校運営協議会を構築していただくためのコーディネートをしていた

だくということでございます。 

  また、コミュニティ・スクールの推進体制構築事業の中身に関しましては、教育長のほう

からお答えをさせていただきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） コミュニティ・スクール推進体制構築事業について、その趣旨につ

いて私のほうからご説明させていただきます。 

  国のほうでは、学校教育の充実を図るべく、学校教育を進めるに当たって家庭はもちろん、

地域の皆様のご意見も伺い、地域とともにある学校づくりというのが現在国が進めている考

え方であります。そのための仕組みとして、コミュニティ・スクール制度を進めるためにそ

れぞれの学校に学校運営協議会をつくり、そこに保護者の代表、地域の代表、あるいは関係

団体の皆様に委員になっていただいてご意見を聞くと。そして、学校は、毎年度、学校を進

めるための学校運営方針を学校運営協議会の場で説明をし、地域の皆様にご理解をいただい

て、学校教育をともに進めると。そしてまたそういうご理解の中で、地域の皆様から学校教

育へのさまざまな学習支援等の支援活動をあわせて、そういう組織を通じてやっていただい

てる。これがコミュニティ・スクール制度であり、そのための学校運営協議会という仕組み

であります。 

  今年度、国は、こうしたコミュニティ・スクールをさらに全国的に進めるというので、全

国の市町村にコミュニティ・スクール推進体制に取り組んでもらいたいという委託事業の提

案がありました。京丹波町では、現在、コミュニティ・スクールを導入していますのは、丹

波ひかり小学校、それに向けて取り組みを昨年度から始めておりますのが竹野小学校、そし

て和知の地域でもそれに向けて取り組みを始めるということでもありますので、国の委託事

業を今回受けて、今年度この事業を置いたということであります。 

  先ほど次長が説明しましたように、そのための推進を図るための組織をつくるというので、

その中心的役割を果たすのにディレクターという推進役を置くと。そのために必要な諸経費
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を今回予算として計上をさせていただいたということであります。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） お尋ねをしておきたいと思うんですけども、１点は、今出ておりま

す中学校の学習支援の配置の関係で、５月３１日付の定例会の提出議案の資料では、支援員

の配置の中でクラブの関係なんですけど、蒲生野中学校が野球部で１名と、瑞穂中学校がバ

スケットボール部に１名と、和知中学校は合唱部１名となってますけど、今、次長は、サッ

カー部だと。その資料は違うということですか。どちらがあっているのかどうか、正確に伺

っておきたいというのが１点でございます。 

  それから、お尋ねしておきたいのは、農林水産業費の畜産競争力強化整備事業の関係でお

尋ねをしたいと思うんですけども、いただいてる資料では、今回の１，３４４万９，０００

円で町内の畜産・酪農家の経営強化による所得向上を目指してということで、畜産クラスタ

ー協議会を置いて整備に対する助成ということでＧＰセンターの事業費の精査というのと。

豚舎、堆肥舎、乾燥機の事業費の精査というのと。牛舎１棟新規事業ということになってお

りまして、今回の合計の事業としては１，３４４万９，０００円となっておるんですけども、

３月の当初予算でいただいた資料を見ておったんですけども、そこの資料を見ておりますと、

京丹波町内で有限会社みずほファーム、採卵鶏ということで井脇ですが、これがＧＰセンタ

ーの新築工事ということで、事業費の５０％ということで２億３４７万２，０００円という

ことと。それから、有限会社日吉ファームの豚舎ということで質美ということになっており

ますが、豚舎４棟と堆肥舎１棟ということで、これも事業費の５０％ということで９，４２

８万５，０００円ということになっておるんですけども、今回の補正はそれの事業の見直し

と新たに牛舎１棟ということになっておるんですけども、具体的にその内容をまずお尋ねし

ておきたいというのが１点でございます。 

  それから、もう１点は、クラスター協議会にかかわってお尋ねしておきたいんですけども、

当初予算のときには２１戸の畜産農家と３つの公社、ＪＡの３つの支店と南丹のセンターで

協議会を設置しておるとなってるんですけども、クラスターのやつをいろいろ見ております

と、例えば、いろいろ当然５０％の助成があるわけでございますし、ＴＰＰ関係というのが

あるわけでございますけども、条件があるようでございますけども、いろんな事業もあるよ

うでございますので、例えば青色申告をしているとか、後継者が要るとか、原則として４５

歳未満だとか、そういうのがあるようでございますけども、今回の場合についてはそれぞれ

の事業者と、今回新たに牛舎ということになっておるわけですけども、こういう１つの条件
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というのが関係あるのか。そういうのをクリアしていた人が今回クラスター協議会の新設と

して国の補助を受ける。こういうことになっているのかどうか、伺っておきたいというよう

に思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 堂本教育次長。 

○教育次長（堂本光浩君） クラブ活動の学習支援にかかわって５月３１日、多分、議会運営

委員会の資料ではないかというふうに思うんですけども、当初、教育委員会から総務課財政

係への予算要求段階では、確かに中学校合唱部ということで、１名ということで要求をさせ

ていただいておりました。その後、３中学校に対しまして、クラブ活動に関しましての希望

の調書を取らせていただきましたところ、その結果が和知中学校におきましてはサッカー部

というようなことでございましたので、現時点におきましては、そういった形で進めさせて

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） まず、今回の補正でございますけれども、先ほど山田議員か

らございましたとおり、当初、みずほファーム、それから日吉ファームの部分が当初予算と

して計上をしておったところでございます。みずほファームにつきましては、ＧＰセンター、

いわゆる卵の出荷調整施設の新築１棟ということで、その部分につきましては、事業費の精

査というところで金額のほうが増額になったところでございます。また、日吉ファームにつ

きましても、当初予定をしておりました豚舎４棟、それから堆肥舎１棟、乾燥施設１基の新

築ということで、そちらのほうも事業費の精査によりまして、今回、増額ということになっ

ております。 

  今回、新たに肥育農家であります明田畜産ですけれども、そちらのほうの牛舎１棟の新築

ということで、今回補正のほうに計上をさせていただくところでございます。 

  クラスター事業でございますけれども、畜産収益力強化整備事業ということで、畜産クラ

スター計画に定められた中心的な経営体が事業実施主体になれるということで、個人であっ

たり法人であったりということがあるんですが、個別経営体の場合につきましては、法人化

計画を有する経営体ということになっておりまして、計画の承認を都道府県が行うわけでご

ざいますけれども、その計画の承認を受けた後に事業のほうは実施ができるというような事

業でございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 
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○１０番（山田 均君） クラスターの関係なんですけども、みずほファームと日吉ファーム

については増額ということなんですけども、新たに明田畜産ということなんですけども、具

体的には増額の金額は幾らなのか。それぞれみずほファームなり日吉ファーム、それから明

田畜産の新築の場合は金額は幾らなのか、お尋ねしておきたいというのが１点でございます。 

  それから、クラスター協議会の関係なんですけども、今、計画を府の承認を受けるという

ことで、それに基づいて事業が進められるということだと思うんですけども、クラスター協

議会の京丹波町はその中でどういう位置づけなのか。協議会のメンバーは先ほど申し上げま

した３月の説明では畜産農家なり、公社なり、ＪＡの支店なり、南丹のセンターというよう

なことの説明があったと思うんですけども、町としてはどういう役割になっているのかとい

うのを１点お尋ねをしておきたいと思うんです。というのは、こういう今の時代でございま

すので、補助事業を受けて実際事業をやったと。当然、途中で息詰まるということも当然あ

ろうかと思うんですけども、補助を受けて２分の１でございますので、例えば新規就農者の

方でございましたら、就農して３年とか５年とか、ちゃんと続いておらなければ補助金の返

還とかもあるんですけども、この場合にはそういう縛りというのはあるのかどうかというこ

とと。 

  それから、例えば事業を途中で放り出していく場合に、例えば、補助金の返還というのは

求められないのかどうか。求められたときにはどこが責任を持つのかと。例えば、クラスタ

ー協議会だということになれば、クラスター協議会の代表といいますか、これは誰なんだと。

その人が責任を持つということになるのか。例えば、聞くところによりますと、町が持たな

ければならないという話も聞きますので、例えばそういうことであれば、もっと内容の精査

を我々もちゃんとしておかないと、いざそういうことが起こった場合に、大事な財源をそこ

に出して返還しなければならないということになれば、また重大なことでございますので、

２分の１の補助があって、国のトンネルといいますか、国から来た助成金を予算を通して出

すということだけではないということになれば、非常に大きい我々としての責任もあるし、

町としての責任もあるのではないかと思うので、ちょっとその辺の所在といいますか役割、

それから町の責任、協議会への責任、代表者、その辺をちょっと明確にしていただきたいと

思うので、お尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） このクラスター事業につきましては、町の役割としましては、

協議会の事務局を預からせていただいておるところでございます。協議会の事務手続等を町

のほうで実施をしまして、先ほど議員のほうからございましたように、構成をしております
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委員さんの中から役員等を選出しまして、この協議会の運営をしておるところでございます。

このクラスター事業につきましては、国から京都府、京都府から町を通じて畜産クラスター

協議会に補助金が流れて、その後、事業実施主体にクラスター協議会から交付するというよ

うな流れで事業のほうは進んでおるところでございます。 

  あってはならないわけではございますけれども、途中で事業をやめられる等のことがあり

ましたら、国の補助金でございますので、補助金等に関する適正化法というものがございま

すので、それに基づいて補助金の返還をいただくということになっておりまして、事業実施

主体が責任を持ってそのところは返還をいただくということになろうかと思います。クラス

ター事業の中にも、今、詳細が手元にないんですが、事業要綱の中にも事業実施主体がとい

うことで記載があったというように思っておるところでございます。 

  今回の補正でございますけれども、事業の内容的には大幅な変更はなかったわけでござい

ますけれども、金額的にですけども、それぞれ当初編成時における見積額から、みずほファ

ームですと事業費ベースで行きますと２，１９６万２，０００円増額、それから日吉ファー

ムは１，１７９万５，０００円の増額、それから明田畜産の牛舎新築１棟につきましては、

１２２平米で１棟ということで、事業費が８９５万２，０００円ということになりまして、

今回、それに基づきます増額分の補正ということで１，３４４万９，０００円をお願いして

おるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 今、事業別に金額を言っていただいたんですが、これの２分の１が

補正になっている１，３４４万９，０００円という解釈でいいのかどうか。２，１００万円

なり、１，１００万円なり、８９０万円といったら１，３００万円超しますので、そうかと

思うんですけども、ちょっと改めてお尋ねしておきたいのが１点と。 

  もう１点は、息詰まってやめたという場合の責任は、クラスター協議会だということだと

思うんですけども、町の責任というのは何もないのかどうか。聞くところによりますと、町

がこういう場合には補塡をしなければならないという話も聞いたので、そういうことが一切

ないのかどうか。としますと、クラスター協議会というのは、相当大きい責任もあるわけな

んですけども、これの代表者というのは、当然その中で決まっておると思うんですけども、

そういうことから言いますと、この事業に対する実施をする場合に、当然、事業者にあわせ

て保証人とかそういうものも当然ついてきておると思うんですけども、そういうことも当然

あるのかということを１点伺っておきたいということと。 
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  それから、もう１つは、みずほファームなり日吉ファーム、明田畜産は今回なんですが、

これの本社といいますか、どこであっても、例えばそこの建物といいますか、牛舎とか、鶏

舎とかが京丹波町にあったら、そこを通じて申請するということなのか。例えば、南丹市に

本社があると。だけど、建物は京丹波町にあるという場合に、当然、本社があればそこから

市なり町へ、事業税を払わないといけないわけですけども、例えば本社がなかったら、建物

に対する税は当然あるけど、事業で得た利益に対しては、何も課税が町としてはできないと

思うんですけども、そうであっても、大きい金額の事業、補助金を出すということになるん

ですけども、国のトンネルとはいえ、やっぱり一定の責任もついて回るということになれば、

その辺のことを本来なら本社のあるところの市町村で申請というのは本来あるべき形ではな

いかと思うんですけども、このクラスターの事業がどういうようになっているのかちょっと

わかりませんけども、その点伺っておきたいということで、とりあえずそういう点では、事

業がうまく行かなかった場合の責任というのは、クラスター協議会だということでございま

すけども、それぞれ皆さん事業をやってはる方でございますので、本当に責任が持てるのか

どうかと。結局、町も支援をしなければならないということは絶対ないのかどうか。そうす

ればしっかり我々も内容を吟味しておかなければならないということになろうと思うんです

けども、当然、府の承認を受けているということでございますので、府が責任を持つんだと、

最終的にはということなのかどうか、あわせて伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） まず、あってはならないそういった事案が起こった場合、実

際の事業実施主体が責任も負うこととなっております。クラスター協議会につきましては、

間接事業者ということになりますので、実際に事業をやられる事業実施主体が責任をとると

いうことになっておりますので、補助金の返還が生じた場合については、事業実施主体から

クラスター協議会、クラスター協議会から町、町から府、それから国というような形の返還

の手続になろうかというように思っております。 

  また、このクラスター事業でございますけれども、これにつきましては、それぞれ本社が

別のところもあるわけではございますけれども、所在する建物等がございますところにつき

ましては、そこの部分は町内の畜産業者というような位置づけにもなりますし、実際にほか

の報告のものにつきましても、京丹波町の報告の中にも上がっておりまして、町内の畜産業

ということで位置づけをさせていただいておるところでございまして、本町で生産された畜

産物ということで、一定の本町のＰＲにもつながるものと考えておるところでございます。

実際、建物等ができまして、本社は全てよそにございますので、収益的な部分で町への収入
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という部分は少ないわけではございますけれども、先ほどございましたように、固定資産税

の部分と町の農産物のＰＲというものにつながるのではないかと考えておるところでござい

ます。 

  以上でございます。 

（山田議員の発言あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） 済みません。町の責任でございますけれども、やはり町を通

じての補助金でございますので、町が返還という部分にはならないとは思うんですが、その

返還事務が生じた場合については、町のほうも実際にやられる事業実施主体に対して何らか

の動きはせんなんというようには考えておるところでございます。 

  １つ回答が抜けておりましたけれども、先ほど申し上げました事業費の２分の１が補助金

で、今回、増額にする１，３４４万９，０００円になるということでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 先ほどの中学校の学習支援教員の配置事業でありますが、教育長の説

明で、働き方改革によるものだということでありました。厚生労働省が働き方というか、学

校の先生の働き方調査をしたということもあって、いろいろと出てきていることかなという

ふうに思っておりますけれども、１つ関連して、今、京丹波町の学校の先生の学校へ来られ

た時間とか学校から帰られる時間のチェックを先生自体がどういうふうにして記録を残して

おられるのか。学校としてそういう管理体制というか、そういうものがあるのかどうか。ま

た、実態としてどのぐらいの時間学校におられるのか、関連してお聞きできたらと思います

が。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 教職員の働き方改革について、これまでも一般質問でご質問があっ

たところですが、実は、国からの提起もあり、昨年度、ちょうどこの時期、京丹波町の町立

小中学校教職員の勤務実態調査の実施を昨年度させていただきました。ほぼ国や府が出して

いるデータと、今ちょっと正確なデータは持っておりませんが、週２０時間以上、月換算で

８０時間を超える時間外勤務をする者は小学校で６６％、中学校で７１％、全体で７０％と

いうことでありますので、国や府と同様の状況であります。また、今年度、ちょうど同じ時

期、この６月に改めて今年度分の実施を予定しているところであります。 

  そして、教職員の勤務実態を把握すべく、この年度から出退勤システムを各学校に導入を

させていただきました。このシステムは、朝、教職員が出勤をすると、コンピューターでカ
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ードで出勤した時間、それから退勤時にするということで、よそでやられているタイムカー

ドのようなものでありますが、これを導入をし、現在、試行をしております。この２学期か

ら本格稼働をさせるということで、学校、教育委員会、服務監督権者としても、ここの教職

員の勤務実態を正確に把握し、その改善の資料にしたいということでそういう取り組みを進

めています。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第５８号を採決します。 

（「議長」と村山委員の発言あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 何の動議ですか。 

○５番（村山良夫君） これ、出てる数字が２億円も違うわけですよ。それの説明もない状態

で決議をされるというのはおかしいのではないですか。 

○議長（篠塚信太郎君） いや、もう質疑は終了しましたので、採決と討論ということで流れ

でありますので、今の動議は成立しません。先ほどの答弁漏れについては、総務課長のほう

より説明ありますか。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 先ほどの一般会計補正予算の７ページにあります地方債の現在高

の調書ですけども、その中の平成２８年度末現在高、村山議員おっしゃいましたように、決

算審査の数値につきましては、１４７億８９万８，０００円となっておりまして、今回、こ

の調書に書いております１４８億９，８１９万８，０００円、この差額が１億９，７３０万

円となっておりまして、この１億９，７３０万円につきましては、平成２８年度の地方債を

借り入れる許可をいただいた許可額でありまして、平成２９年度に繰り越しをして借り入れ

た額でございます。 

  なお、この調書の記載につきましては、予算計上をした年度の現在高として記入をすると

いうルールとなっておりますので、平成２８年度末現在高に１億９，７３０万円を加算した
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額が本調書の額となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山議員、質疑は終わっておりますので。 

○５番（村山良夫君） 今の説明不十分ですよ。どこが変わったんですか。平成２８年度の調

書でどこで１億９，７００万円が変わったんですか。言ってくれたらええやん。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） この調書に掲げております各記載の区分ごとの数値については、

数値を持ち合わせておりませんので、お答えできません。総額につきまして、先ほど申し上

げましたルールによりまして記載をさせていただいてるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） これより、議案第５８号を採決します。 

  議案第５８号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第１号）について、原案のとお

り決することに賛成の方は挙手願います。 

（多数 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手多数であります。 

  よって、議案第５８号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第１１、発言取消申出書について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１１、発言取消申出書についてを議題とします。 

  去る、６月１４日に２番、野口正利君から、６月７日の会議における発言部分について、

会議規則第６４条の規定により、特定の個人と識別できる部分を取り消したい旨の申し出が

ありました。この取り消し申し出を許可することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  ２番、野口正利君からの発言の取り消し申し出を許可することに決定しました。 

 

《日程第１２、閉会中の継続調査について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１２、閉会中の継続調査についてを議題とします。 

  議会運営委員会、総務文教常任委員会、産業建設常任委員会、福祉厚生常任委員会及び議

会広報常任委員会の各委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元

に配付のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 
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  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をしました。 

 

《日程第１３、議員派遣の件》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１３、議員派遣の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本件については、地方自治法第１００条第１３項及び京丹波町議会会議規則第１２８条の

規定により、お手元に配付のとおり、議員を派遣することにしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、お手元に配付のとおり、議員を派遣することに決定しました。 

  以上で本日の議事日程並びに本定例会に付議された事件は全て議了しました。 

  よって、本日の会議を閉じ、平成３０年第２回京丹波町議会定例会は、これをもって閉会

します。 

閉会 午前１１時２９分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

  京丹波町議会 議  長  篠 塚 信太郎 

 

     〃   署名議員  森 田 幸 子 

 

     〃   署名議員  山 田   均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


